
現状の水害リスク情報や取組状況の共有

平成２９年６月２８日
秋田県雄勝地域振興局
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資料－３



（１）現状の水害リスク情報
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対象区域（雄勝地域）

本協議会の対象区域は雄勝管内（湯沢市、羽後町、東成瀬村）とします。
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対象河川（雄勝地域）
河 川 名 起 終 点 延長
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沿川市町村 水
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報
河
川
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水
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河
川
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知
河
川
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の
他
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報
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河
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域
図
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水
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基
数

重要水
防区域
延長
(km)

雄物川 南沢合流点～湯沢市小野字芋ヶ沢 11.8 湯沢市 ○ 5 3.86

新町川 羽後町水沢字平の下～雄物川合流
点

6.0 羽後町 2.00

法体川 羽後町法体字清水掛～雄物川合流
点

2.5 羽後町

西馬音内川 羽後町飯沢字岩台～雄物川合流点 19.1 羽後町 ○ ○ 1 2.95

羽後大戸川 湯沢市石塚字高野～西馬音内川合
流点

15.6 湯沢市・羽後町 ○ ○ 1 5.20

床舞川 羽後町床舞字地蔵田～羽後大戸川
合流点

4.0 羽後町

田沢川 羽後町田沢字宇津野～床舞川合流
点

6.3 羽後町 2.50

切畑川 湯沢市切畑字蓮花台～羽後大戸川
合流点

1.5 湯沢市・羽後町 2.40

皆瀬川 湯沢市皆瀬小安奥山国有林～雄物
川合流点

33.6 湯沢市 ○ 4 2.00

成瀬川 北俣沢合流点～皆瀬川合流点 31.0 湯沢市・東成瀬村 ○ 1 5.70
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対象河川（雄勝地域）
河 川 名 起 終 点 延長
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(km)

大沢川 東成瀬村田子内字一ノ沢～成瀬川
合流点

2.0 東成瀬村 0.65

駒形黒沢川 湯沢市駒形町字東福寺～皆瀬川合
流点

4.0 湯沢市 ○ 6.00

大谷川 湯沢市皆瀬字根ノ沢～皆瀬川合流
点

4.0 湯沢市

大鳥谷沢川 湯沢市皆瀬字鳥谷～皆瀬川合流点 0.1 湯沢市

白子川 湯沢市字角間沢～雄物川合流点 10.1 湯沢市 ○ 1 1.64

姉倉沢川 湯沢市杉沢字水ヶ沢～白子川合流
点

4.0 湯沢市 1.00

山谷川 湯沢市字鉦打沢～白子川合流点 1.8 湯沢市

松沢川 湯沢市字長沢山～雄物川合流点 1.8 湯沢市

戸沢川 湯沢市関口字務沢～雄物川合流点 6.0 湯沢市 ○ 1 0.80

立川 大沢川の合流点～戸沢川合流点 3.0 湯沢市 2.80

高松川 湯沢市高松字泥湯岳～雄物川合流
点

21.8 湯沢市 ○ 1 0.80

寺田川 湯沢市桑崎～高松川合流点 4.5 湯沢市 5



対象河川（雄勝地域）
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寺田川 湯沢市桑崎～高松川合流点 4.5 湯沢市

宇留院内川 湯沢市宇留院内字七十刈～高松川
合流点

6.5 湯沢市 ○ 2.40

役内川 湯沢市役内字殿上～雄物川合流点 19.2 湯沢市 ○ ○ 2 4.00

赤平田川 湯沢市秋ノ宮字関口～役内川合流
点

3.4 湯沢市

大役内川 湯沢市秋ノ宮字塒上森～役内川合
流点

2.6 湯沢市

湯ノ沢川 湯沢市下院内字湯の尻～雄物川合
流点

2.0 湯沢市

松根川 湯沢市上院内字大沢前～雄物川合
流点

3.7 湯沢市

石沢川 羽後町上仙道字上桧山～由利本荘
市境

25.8 羽後町 28.00

合 計 ２９河川 257.6 1 8 1 17 74.70
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各地域の洪水被害一覧表

過去の洪水被害情報

発生年月 原因 河 川 名 被 害 状 況

明治43年8月 不明 役内川 死者１０名、流失家屋１０戸

昭和49年8月 豪雨 役内川 国道１０８号流失

昭和62年8月 豪雨 西馬音内川 浸水家屋１０戸（元西地区）、橋梁流失２橋、冠水３５ｈａ

〃 〃
宇留院内川・役
内川・駒形黒沢
川 他

河岸決壊等 被害多数

昭和49年8月豪雨 役内川 昭和62年8月豪雨 西馬音内川 7
昭和62年8月豪雨 宇留院内川



現在、県では、洪水予報河川および水位周知河川について計画規模の浸水想定区域図を作成済み
であり、その情報は各市町村で作成するハザードマップに掲載されております。

また、想定最大規模降雨の浸水想定区域図についても順次作成することとしております。

浸水想定区域図の作成状況

浸水想定区域図（想定最大規模）作成で定めるべき事項
【浸水想定区域】
想定最大規模降雨によって破堤又は溢水した場合に、その氾濫水により浸水することが想定される区域。

【家屋倒壊等氾濫想定区域】
想定最大規模降雨が生起し、洪水時に家屋が流出・倒壊するおそれがある区域。
なお、その要因から、洪水氾濫によるものと河岸浸食によるものがある。

【浸水継続時間】
氾濫水到達後、一定の浸水深さ（５０ｃｍ）に達してからその浸水深を下回るまでの時間。

役内川浸水想定区域図（計画規模）

河川名
計画
規模

想定最大
規模

役内川 済み 未定

【浸水想定区域図の作成状況】
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（課題）

◆想定最大規模降雨の浸水想定区域図については、ハザードマップを作成する市町村と作成の優先順
位等について協議する必要がある。

課 題



（平成２９年３月３１日現在）
河川種別 流路延長 要整備延長 整備済延長 整備率   備  考

（Ｋｍ） （Ｋｍ） （Ｋｍ）    （％）
一級河川 192.92 135.36 77.27 57.1%

鹿角建設部管内 二級河川 10.26 十和田湖

　　計 203.17 135.36 77.27 57.1%
一級河川 457.92 316.42 170.01 53.7%

北秋田建設部管内 二級河川
　　計 457.92 316.42 170.01 53.7%
一級河川 162.50 106.22 44.24 41.7%

山本建設部管内 二級河川 149.21 117.89 23.33 19.8%
　　計 311.71 224.11 67.57 30.1%
一級河川 213.09 157.70 63.07 40.0%

秋田建設部管内 二級河川 173.38 159.21 67.82 42.6%
　　計 386.47 316.91 130.89 41.3%
一級河川 342.84 230.20 74.12 32.2%

由利建設部管内 二級河川 118.46 103.65 17.02 16.4%
　　計 461.30 333.85 91.15 27.3%
一級河川 635.04 468.45 243.49 52.0%

仙北建設部管内 二級河川
　　計 635.04 468.45 243.49 52.0%
一級河川 158.51 91.15 40.92 44.9% 雄物川水系

平鹿建設部管内 子吉川 3.60 0.00 0.00 子吉川水系
　　計 162.11 91.15 40.92 44.9%
一級河川 231.76 146.70 106.00 72.3% 雄物川水系

雄勝建設部管内 子吉川 25.80 22.30 16.18 72.5% 子吉川水系
　　計 257.56 169.00 122.17 72.3%
一級河川 2423.98 1674.49 835.29 49.9%

    合     計 二級河川 451.30 380.75 108.17 28.4%
　　計 2875.28 2055.24 943.47 45.9%

河川の整備状況

県管理河川の整備率は４５．９％であり、雄勝地域の県管理河川の整備率は７２．３％となっています。

◆未整備延長は非常に長く、ハード整備として進めて行くには相当な費用と時間を要する。
◆整備済み区間でも計画規模を超える洪水に対しては安全とは言えない。

県管理河川の振興局別整備状況
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課 題



主な河川事業の概要

対象河川 施工の場所 延長
(km)

実施内容 事業期間 整備レベル

役内川 湯沢市横堀
旧国鉄横堀川橋梁～国道川井橋

8.44 河道掘削、築堤、護岸
床固工

S49～S52 1/50

役内川河川災害復旧助成事業区間
L=8.44km
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重要水防区域

現在の堤防の高さや幅、過去の漏水などの実績などから、あらかじめ水防上特に注意を要する区間
を定め、重要度に応じて重要水防区域として秋田県水防計画書に記載するとともに県のＨＰで公表し
ています。（公表ＵＲＬ：http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/10593）

■堤防高（流下能力）
Ａランク：計画高水流量規模の洪水の水位が現況の堤防高を超える箇所。
Ｂランク： 〃 と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。

■法崩れ・すべり・漏水

■堤防断面
Ａランク：現況の堤防断面あるいは天端幅が、計画堤防断面あるいは計画の天端幅の２分の１未満の箇所。
Ｂランク： 〃 に対して不足しているが、それぞれ

２分の１以上確保されている箇所。

Ａランク：法崩れまたはすべりの実績や漏水の履歴があり、その対策が未施工の箇所。
Ｂランク： 〃 あるが、その対策が暫定施工の箇所。

また、法崩れ・すべりの実績はないが、堤体あるいは基礎地盤の土質、法勾配等からみて法崩れ又はすべりが
発生するおそれのある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。
漏水の履歴はないが、破堤跡又は旧川跡の堤防であること、あるいは基礎地盤及び堤体の土質等からみて、漏
水が発生するおそれがある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。
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※この他、水衝部や洗掘箇所、工作物の設置箇所についても評定基準を定めています。
また新しく施工された堤防や破堤跡、旧川跡については、「要注意区間」として整理しています。

◆水害リスクが高い区域が非常に多いが、ハード対策には費用と時間を要する。

◆重要水防区域等の水害リスク箇所の現地状況について、河川管理者と市町村との共通認識が必要。

課 題



（２）現状の減災に関する取組状況等
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①情報伝達、避難計画等に関する事項
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洪水時の河川管理者からの情報提供等の内容及びタイミング

水位周知河川等において、基準水位に達した場合、水防警報や水位到達情報（氾濫危険水位等）の
発表を決定し、関係機関に情報伝達しています。

テレメータ
で河川水位
の監視

河川の基準
水位に到達

○水防警報発表の決定
○氾濫危険水位等の到達
情報発表の決定

関係機関に
ＦＡＸで伝達

ＦＡＸの受信
を電話で確認

基
本
の
流
れ

レベル

5

（
危
険

）

4

（
警
戒
）

3

（
注
意
）

2

1

（特別警戒水位）

（警戒水位）

氾濫注意水位

避難判断水位

氾濫危険水位

水 位

氾濫の発生

水防団待機水位

水防警報（ＦＡＸ様式） 水位到達情報（ＦＡＸ様式）
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洪水時における県からの情報提供等の内容及びタイミング（水位周知河川）

【水位周知河川】（県管理河川）

洪水予報河川以外で、洪水により国民経済上重大又は相当な損害を生じる恐れがある河川として、役
内川１河川を指定しています。（管理河川数に対し３％）
氾濫危険水位等に到達したときは、県が水防管理者（各市町村）及び関係機関へ当該河川の水位情
報を通知します。また、報道機関の協力を求めて、一般に周知します。

◆氾濫危険水位等防災情報の意味や情報を受けた場合の対応について、出す側、受ける側ともに
理解を深め、確実に実施できる体制を整える必要がある。

◆水位周知河川の指定数について、現状で十分ではないことが問題とされている。

課 題
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【氾濫発生時】市町村長の避難指示（緊急）の発令判断の目安



洪水時における県からの情報提供等の内容及びタイミング（ホットライン）

◆岩手県の小本川での事例を踏まえ、県管理河川においても、[ホットライン」を構築する必要がある。
◆ホットラインの対象河川は、関係市町村との協議により選定する必要がある。

国管理河川においては、災害発生のおそれがある場合には、各河川国道事務所長から関係市町村長
に対して「ホットライン」（避難勧告等が適切なタイミングで発令出来るための情報提供、技術支援）を実
施していますが、秋田県管理の河川では「ホットライン」が構築されていません。

（出典）中小河川におけるホットライン活用ガイドライン平成29年2月 国土交通省

山国川水系山国川 平成24年出水期におけるホットラインの運用例

課 題
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避難勧告等の発令基準

市町村 基 準 設 定 済 み の 河 川 （ 県 管 理 ）

湯沢市 役内川

羽後町 西馬音内川、羽後大戸川、石沢川

東成瀬村 成瀬川

※赤字はその他の情報提供河川
（洪水予報河川及び水位周知河川以外
の水位情報提供河川）

【水位周知河川の発令基準例】

（出典）避難勧告等の判断・伝達マニュアル（水害編）平成26年10月 秋田県

各市町村で策定した地域防災計画または避難勧告等の判断・伝達マニュアルに、避難勧告等の発
令基準を記載することとなっています。
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◆洪水予報河川及び水位周知河川につ
いては、各市町村で発令基準を策定す
る必要がある。
◆水位周知河川以外の河川についても
必要に応じ発令基準の策定が求められ
る。
◆避難勧告等の防災情報について、行政
や住民が十分に理解しておく必要があ
る。

課 題



避難場所・避難経路（ハザードマップの作成状況）

市町村 ハザードマップ作成済みの河川
（ 県 管 理 ）

湯沢市 役内川

羽後町 なし

東成瀬村 なし（平成２９年度中に作成予定）

各市町村で作成したハザードマップに避難場所等が記載されています。また、災害対策基本法に基
づく指定緊急避難場所と指定避難所を各市町村が指定することとなっています。
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◆国管理河川における最大規模の浸水想定を反映して作
成済みのハザードマップについては、一つのマップに異
なる降雨規模の浸水想定が混在し、住民にとって理解し
づらいものとなっている。
◆県管理河川における最大規模の浸水想定区域図作成
にあわせ、市町村において計画的にマップの見直しが必
要。

課 題

役内川浸水域マップ



住民等への情報伝達の方法（秋田県）

秋田県防災ポータルサイト
（ http://www.bousai‐akita.jp/ ）

「秋田県防災ポータルサイト」により、避難や水防活動に役立つ雨量、河川水位情報のほか、市町
村毎の避難所開設情報等のリアルタイム情報をホームページで提供しています。

また、誰もが簡単に情報入手できるようにＮＨＫ地上デジタルデータ放送等も活用して情報提供して
います。

ＮＨＫ地上デジタルデータ放送

水位情報

雨量情報

気象情報避難情報

テレビ映像
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◆インターネット等により情報提供しているが、情報の入手先が住民まで伝わっていない懸念がある。
◆計器の欠測やシステム障害により、関係機関や住民へ情報提供できない可能性がある。

課 題



住民等への情報伝達の方法（市町村）

避難勧告等の情報について、各市町村で様々な伝達手段を整備しています。

市町村 避難勧告等の情報伝達手段

湯沢市 緊急速報メール、湯沢市防災・緊急メール、ホームページ等、報道機関（テロップ）、広報車・消防団・
による伝達、防災行政無線（皆瀬地域）

羽後町 防災行政無線、緊急速報メール、登録制メール、情報集約配信システム、ホームページ等、報道機関
（テロップ）、広報車・消防団による伝達

東成瀬村 防災行政無線を中心に、広報車や村ホームページ、ＳＮＳを利用し、住民等へ情報を提供

防災ラジオ（鹿角市）

【情報伝達手段の例】

ＳＮＳ（facebook）を利用した情報提供（秋田市）

20◆避難勧告等の重要な情報を住民へ確実に伝える必要がある。

課 題

防災行政無線による情報伝達（羽後町）



要配慮者利用施設の避難行動

市町村 要配慮者利用施
設数

避難確保計画作成済 避難訓練の実施

湯沢市 ０ ０ ０

羽後町 － － －

東成瀬村 － － －

要配慮者利用施設のうち、浸水想定区域内にあり、洪水時に利用者の迅速・安全な避難が必要なも
のとして市町村の地域防災計画に掲載された施設については、避難確保計画の作成や計画に基づく
避難訓練の実施が義務化されています。

また、平成２９年２～３月に、県内の要配慮者利用施設の管理者を対象に、水害・土砂災害時の避
難に関する防災情報等についての理解を深めていただくための説明会を県内８会場で開催しました。

■浸水想定区域内の要配慮者利用施設の避難確保計画等の状況 H2９.３末現在

【避難確保計画の例（大仙市ＨＰより）】
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要配慮者利用施設管理者向け説明会（湯沢市会場）

◆避難確保計画未作成の施設は、計画を作
成する必要がある。
◆避難確保計画を作成した施設は、避難計画
に基づく避難訓練を実施し、災害に備える必
要がある。

課 題



②水防に関する事項
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河川水位に関する情報提供

国・県管理河川の水位観測所の情報は、秋田県河川砂防情報システムで確認できるようになっています。

また、希望する市町村の防災担当者へ、県管理河川の基準水位到達情報の携帯メール配信をしています。

■水位情報を提供している県管理河川と水位局

河川名 水 位 局 名（基準水位別）

レベル４ レベル２ 基準なし

役内川 横堀

雄物川 下院内

西馬音内川 元西

羽後大戸川 大戸川橋

成瀬川 田子内橋

白子川 森

戸沢川 関口

高松川 三ツ村

皆瀬川 川連

９河川 １河川１局 ８河川８局

レベル４：氾濫危険水位までの基準あり レベル２：氾濫注意水位までの基準あり
基準なし：河川系水位観測所を記載。他にダム系水位観測所もあり

23
◆大規模水害に備えて、水位計の増設や配置見直しについて検討する必要がある。
◆検討にあたり避難勧告等を担当する市町村と必要河川等について協議する必要がある。

課 題

平成２８年８月２３日豪雨時の役内川の水位



雨量に関する情報提供

■市町村別の雨量局

気象庁・秋田県の雨量観測所の情報は、秋田県河川砂防情報システムで確認できるようになっています。

また、希望する市町村の防災担当者へ、雨量情報の携帯メール配信をしています。

市町村 雨量局名（気象庁） 雨量局名（秋田県）

湯沢市 湯沢・湯ノ岱 雄勝地域振興局・秋ノ宮・三途川・雄勝・稲川・
八乙女・作内川・皆瀬ダム

羽後町 牛ノ沢・塩出

東成瀬村 東成瀬 草ノ台・手倉

平成２８年８月２２日豪雨時の秋ノ宮雨量局の状況

24

◆大規模水害に備えて、雨量計の増設や配置見直しについて検討する必要がある。
◆水位上昇の早い中小河川では、水位情報のみに頼った判断では手遅れとなる恐れがあるが、これ
を補完する雨量情報が十分に活用されていない。

課 題



水防資機材の整備状況

国・県・市町村（水防管理団体）それぞれ水防倉庫を所有し、水防資機材の保有・管理をしています。

毎年出水期前に、資機材の点検を実施しています。

管理者 設置場所 対象河川

湯沢市 裏門２０７－３ 雄物川

〃 山田字松ノ木 〃

〃 下関字下本内 〃

〃 小野字東水口１２２ 〃

〃 角間字白山下 皆瀬川

〃 岩崎字岩崎１０５ 〃

〃 川連町字上平城１２０ 〃

〃 川向字沢梨台３５－１ 〃

〃 倉内字三屋３１ 白子川

〃 相川字須川 高松川

羽後町 貝沢字拾三本塚２５ 西馬音内川

雄勝地域振興局 湯沢市千石町２丁目１－１０ 県管理河川

■水防倉庫の設置状況 重要水防区域図
【水防倉庫の位置】
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◆水防団等と河川管理者が連携して的確な水防活動を推進するため、倉庫の位置や資機材に
係る情報を共有する必要がある。

課 題


